
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８年 ２月 

宇 部 市 

 

本市が所管する全ての工事・業務について、受注者がインターネット上で Web ブラウ

ザを用いて電子成果品を登録し、オンラインで納品を行う「宇部市オンライン電子納品

ガイドライン」の運用を開始しますので、以下のとおりお知らせします。 

 

１ 適用日 

令和８年４月１日以降適用する。 

 

２ 対象工事 

請負業者からの申し出があった工事・業務とする。 

 

３ 運用基準等 

   別添「宇部市オンライン電子納品ガイドライン」による。 

工事・業務におけるオンライン電子納品ガイドライン 

運用開始のお知らせ 


